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１．事業の概要 
（１）趣 旨 
「なすかしの森 セカンドスクール」は、児童のみならず教師・保護者・教育支援スタッフ・施設職員が学び

合う“場”として、「五者の育ちの場」となるよう、５つの視点の目標を掲げる。 

１．自然の家では、学習指導要領の方向性を踏まえ、教科等に関連付けた活動プログラムを提案・実施する

ことにより、「主体的・対話的で深い学び」につなげ、集団宿泊活動の効果を高める。 

２．児童にとっては、自然の家が有する教育環境や自然を生かした自然体験や生活体験をすることにより「基

本的な生活習慣」を体得するとともに、自己肯定感・コミュニケーション力や実践的な態度・行動力を

養う。 

３．教職員にとっては、自然の家の教育環境・教育資源を生かした教育活動を１週間程度実施することによ

り、カリキュラムマネジメントの視点を学び、資質、能力の向上を図る。 

４．大学生にとっては、支援スタッフとして関わることにより、学校教育・社会教育の理解につながり、社

会人としてのキャリア教育の一助とする。 

５．保護者にとっては、長時間子供と離れて過ごすことにより、子供への愛着や子育ての振り返りの機会と

する。 

 

（２）参加学校、参加人数と期間 
西郷村４校、棚倉町３校、那須町１校、計８校の小学５・６年生、計 265名の児童が、令和６年９月下旬～

11月中旬まで当施設を利用して、４泊５日または３泊４日の日程で参加した。 
実 施 期 間 参 加 校 学級数 人数 

９月 30日（月）～10月５日（金） 那須町立那須高原小６年生 １学級   18名 
10月 15日（火）～18日（金） 西郷村立羽太小学校５年生 １学級  ９名 
10月 21日（月）～25日（金） 棚倉町立近津小学校５年生 １学級  20名 
10月 22日（火）～25日（金） 棚倉町立社川小学校５年生 １学級  27名 
10月 28日（月）～11月１日（金） 棚倉町立高野小学校５年生 １学級  13名 
10月 28日（月）～11日１日（金） 西郷村立熊倉小学校５年生 ２学級  68名 
11月 11日（月）～15日（金） 西 郷 村 立 米 小 学 校５年生 １学級 35名 
11月 11日（月）～15日（金） 西郷村立小田倉小学校５年生 ２学級 75名 

 

２．事業の実際 
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３．五者の育ちに関する意識調査と考察 
 

 今年度、図１に掲げる五者の育ちに関してより客観的で信頼性の高いものとするため、先行研究に基づき、質

問項目の妥当性を向上させるよう各調査項目について改定を行った。より的確に実態を把握し、分析結果を今後

の教育活動や教育事業の改善に活用することをねらいとした。 

 

（１）児童の育ち 
【調査方法】 

児童の育ちについては、「基本的生活習慣」「自己肯定感」「コミュニケ

ーション能力」「実践的な態度・行動力」「ノーメディアの体験によるメ

ディアコントロール力」の変容を調査した。「コミュニケーション能力」

については、橘ら（2003）が作成した「生きる力評定用紙」のうち、社

会的スキルとして位置づく「明瞭性」「交友・協調」「現実肯定」の３つ

の下位尺度を用いた。それ以外の４項目は国立青少年教育振興機構が実

施した「青少年の体験活動等に関する意識調査（令和４年度調査）」に基

づき、同一調査を３回行った。調査方法としては、各校の初日（事前）

と最終日（事後）に調査を実施し、さらに追跡調査として、約１か月後

にそれぞれの学校にて、調査を行った。 

 

【基本的な生活習慣の体得】 

基本的生活習慣については、８の質問項目を設け、「していない」を１点、「あまりしていない」を２点、「だ

いたいしている」を３点、「必ずしている」を４点とした４件法にて回答させた。 

表１および別表１より、セカンドスクールを通して生活習慣が向上したことが分かる。また、セカンドスク

ール後の生活習慣の向上が一定期間維持されている。 

 《考察》 

・３～４泊の生活の中で、標準生活時間に基づき、決められ

た時間に起床し、食事や活動に参加することで、時間管理

の意識が高まり、自律性が養われたと考えられる。 

・仲間と協力して部屋を片付けたり、食事の準備や後片付け

を行ったりする中で、責任感や規律を守る意識が高まっ

たと考えられる。 

 

【自己肯定感】 

自己肯定感については、３の質問項目を設け、「全く思わ

ない」を１点、「あまり思わない」を２点、「少し思う」を３

点、「とても思う」を４点とした４件法にて回答させた。 

表２および別表１より、セカンドスクールのみでは自己

肯定感の向上が顕著に見られなかった。 

《考察》 

・自己肯定感の向上に寄与する具体的な要因を特定し、プログラムの改善に役立てることが重要である。 

・活動の振り返りにおいて、自己肯定感を高める関わりを行うことにより、経験をより効果的に自己肯定感の

向上につなげることが期待される。 

 

【コミュニケーション能力】 

コミュニケーション能力については、５の質問項目を設

け、「当てはまらない」を１点、「どちらかといえば、当ては

まらない」を２点、「どちらかといえば、当てはまる」を３

点、「当てはまる」を４点とした４件法にて回答させた。 

表３および別表１より、セカンドスクールの参加が児童のコミュニケーション能力向上に影響を与えたとは

言えない。 

《考察》 

・キャンドルファイヤー等の計画立案において、児童同士のコミュニケーションを活性化させる工夫を行うな

ど、教員や所員のコーディネートのもとコミュニケーションの機会を増やすことが求められる。 

・プログラムにおいて教員はもとより、所員や大学生、研修指導員とのコミュニケーションの場を設け、交流

の場面を通してコミュニケーション能力を高めることが必要である。 

図１ セカンドスクールコンセプト 
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【実践的な態度・行動力の向上】 

 実践的な態度・行動力については、14の質問項目を設け、

「していない」を１点、「あまりしていない」を２点、「だい

たいしている」を３点、「必ずしている」を４点とした４件

法にて回答させた。 

表４および別表１より、セカンドスクールへの参加が児

童の実践的な態度・行動力に影響を与えた可能性がある。こ

れは、セカンドスクール後の向上が一定期間維持されてい

ることを示唆している。 

《考察》 

・キャンプファイヤーや野外炊事といった活動では、計画・

準備・実行の各段階で協力しながら物事を進める必要があ

り、児童は自らの役割を理解し、他者と協調しながら行動

する力を養うことができたと思われる。 

・突発的な問題に直面した際に、試行錯誤を繰り返しながら

解決策を模索する経験を積むことで、児童は自己表現の力

を高めると同時に、共感的理解やリーダーシップの基礎を

培うことができたと考えられる。 

 

【ノーメディアの体験】 

  ノーメディアについては、10の質問項目を設け、「全くな

い」を１点、「ほとんどない」を２点、「時々ある」を３点、

「よくある」を４点とした４件法にて回答させた。 

表５および別表１より、セカンドスクールの参加が児童

のノーメディア体験によるメディアコントロール力の向上

に統計的に有意な影響を与えたとは言えない。 

《考察》 

・セカンドスクールの短期間の体験だけでは、日常生活のメディア使用習慣を大きく変えることは難しく、ノ

ーメディアの体験によるメディアコントロール力の向上を児童が実感できるよう、指導の工夫が必要である。 

・メディア利用は家庭環境の影響を強く受けるため、保護者説明会を通じて家庭との連携を強化し、ノーメデ

ィアの意義を保護者と共有することが求められる。 

 

 （２）大学生の育ち 
【調査方法】 

事業実施後に独自に以下の４項目を設定して記述式にて調査

し、ワードクラウドにて図示した。 

 ①学校教育の特徴 

②社会教育の特徴 

③学校教育・社会教育のそれぞれの違いについて 

 ④本事業での経験を今後に向けてどう活用するかについて 

  青字は名詞、赤字は動詞、緑字は形容詞・形容動詞であり、

文字が大きいほど頻出の語である。 

 

【学校教育の特徴】 

図２は、学校教育の特徴について得られた語を視覚化したもの

である。主だった記述は次のとおりである。 

 ○学校教育では学習指導要領に沿った教育・学習活動が行われ、

基礎学力の向上及び定着を中心に子供の健全な育成を支援し

ている。学校教育では教員と児童生徒、児童生徒同士の関係性

から社会で必要とされる、あらゆる人間力を育んでおり、子供

の社会的自律を促す機能を有している。 

 ○学習指導要領に沿い、国全体でどこの地域にいても同じ水準の教育を受けることができる。また、社会で生

きていく上で必要になってくる、集団行動や協調性など、勉学以外の学びができる。 

 ○学習指導要領に基づき、決められた時間数と科目で実施される。机といすがあって、前に先生が立ち、一方

的に先生から子供へ授業するもの。日本全国一緒。自由ではない。 

 

図２ 学校教育の特徴 

図３ 社会教育の特徴 
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《考察》 

・集団生活により育成される社会性といった側面と決められた内容で一方的といった側面の双方を認識しな

がら、大学生がセカンドスクール支援を通じて、学校教育の構造や意義を理解していったと考えられる。 

 

【社会教育の特徴】 

図３は、社会教育の特徴について得られた語を視覚化したものである。主だった記述は次のとおりである。 

○生涯教育の一つで誰でもどこでも学ぶことができる。自発的に、自主性をもって自分が興味関心のある分野

について学ぶ。地域の特性がある分野について、学ぶ機会も多い。体験を通して学ぶ。 

○学校ではない多様な場所で行うことができ、いろいろな仕方で学びたい人が学びたいことを学んでいる。主

体的に学ぼうとする中で自分自身の力を伸ばすために知識を得ることで可能性を広げ人生をより豊かにし

ていく支援ができる。 

○社会教育は、教育を受ける場所や年齢は決まっておらずどこでも誰でも受けられる。教える側も、資格は必

須ではない。 

《考察》 

・大学生が社会教育の年齢等の属性によらない主体的な学びの面に対する理解を深めていると思われる。大学

生がセカンドスクール支援を通じて、社会教育の意義を理解していったと考えられる。 

 

【学校教育・社会教育のそれぞれの違いについて】 

図４は、学校教育と社会教育の違いについて得られた語を視覚化したものである。主だった記述は次のとお

りである。 

○学校教育は、定まったカリキュラムを決まった年齢で、学校と

いう場を中心として学んでいくのに対し、社会教育は、カリキ

ュラム・年齢・場所が定まっておらず、自由度が高いという違

いがある。 

○学校教育はカリキュラムに基づいた教育、評価するという特徴

がある一方で、社会教育は自分が関心のある分野を深めること

が教育、評価を重視しないという特徴の違いがある。 

○学校教育があるからこそ学校外の教育である社会教育がより

効果を高めることができ、その逆もしかりだ。お互いが連携す

ることにより、児童だけでなく関わる人すべての成長につなが

るのではないかと考えた。 

《考察》 

・大学生は学校教育と社会教育のそれぞれの特徴と相互補完的な役割を認識し、それぞれの特性を活かしなが

らセカンドスクール支援に取り組んだと言える。 

 

【本事業での経験を今後に向けてどう活用するかについて】 

  図５は、セカンドスクールでの経験を今後どのように活用するかについて、支援に関わった大学生の考えを

可視化したものである。主だった記述は次のとおりである。 

 ○セカンドスクールを通して、事前に準備をする中で、様々なリ

スクや事態を想定しておかなければならないこと、それに臨

機応変に対応することの大切さを学んだ。これは、今後自分が

社会に出て働いていく中で非常に大切な力だと思う。 

 ○自分の指導によって子供たちが学べるものが変わってしまう

からこそ、どれが最善策なのか、自分で何度も考えて指導を行

ってきた。この経験は将来自分で考えて責任を持って行動す

ることが増える社会で生かせると思った。 

 ○今後においては、学校や社会教育施設、ひいては地域社会が抱

える多様化・複雑化した課題を的確に理解し、互いに相乗効果

が生まれる仕組みづくりや働きかけを行っていきたい。 

《考察》 

・大学生はセカンドスクールで得た経験を、今後の教育活動や社会活動に活かし、よりよい関わり方を模索し

ながら、継続的に子供たちの成長を支援していこうとする意欲を持っていることが分かる。 

 

 

 

 

図４ 学校教育・社会教育のそれぞれの違い

図５ 本事業での経験を今後に向けてどう活用するか
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（３）保護者の育ち 

【調査方法】 

保護者の育ちについては、「親自身の内省」「育児への肯定感・

負担感」の２項目について意識の変容を調査した。「親自身の内省

について」は朴（2009）の作成した子育てにおける親の省察を測

定する項目のうち、「親自身に関する内省」の項目を使用し、セカ

ンドスクール期間中について、「なかった」を１点、「あまりなか

った」を２点、「少しあった」を３点、「あった」を４点とし、10の

質問項目について４件法にて調査した。「育児への肯定感・負担感

について」は荒巻（2008）の作成した「育児への肯定感」「育児へ

の負担感」の項目を使用し、セカンドスクール前後について「全

く当てはまらない」を１点、「あまりあてはまらない」を２点、「ど

ちらともいえない」を３点、「少し当てはまる」を４点、「とても

あてはまる」を５点とし、９の質問項目について５件法にて調査した。各内容には９～10の質問項目を設けた。

追跡調査として、セカンドスクール終了後に Microsoft Formsにて、調査を行った。 

 

【親自身の内省および育児への肯定感・負担感について】 

表６・７および別表２は、親自身の内省および育児への肯定感

と負担感についての分析結果である。結果より、セカンドスクー

ルの経験を通じて、親の育児肯定感は維持される一方、負担感の

軽減には限界がある可能性が示唆される。 

《考察》 

・セカンドスクールを通じた保護者の内省および育児への肯定感

と負担感には個人差があり、保護者説明会によるセカンドスク

ールの意義への理解を十分に得ることが重要であると考えられ

る。 

 

(４)教員の育ち 
【調査方法】 

教員の育ちは、「教師力」について意識の変容を調査した。青少

年教育研究センター（2020）の国立青少年教育施設での勤務経験

による資質能力の向上に関する調査研究の「資質能力」の項目を

使用し、34の質問項目を設け、「全くできない」を１点、「できな

い」を２点、「ややできない」を３点、「ややできる」を４点、「で

きる」を５点、「とてもできる」を６点とした６件法にて回答を依

頼した。追跡調査として、セカンドスクール終了後に Microsoft 

Formsにて、調査を行った。 

 

【教師力の向上について】 

表８および別表３はセカンドスクールに参加した教員の教師力

向上に関する分析結果である。セカンドスクールの経験が教師の

力量向上に貢献したことが示唆された。このことから、セカンド

スクールが教員にとって有意義な学習機会であり、実践的な教育

力の向上につながることが明らかになった。 

《考察》 

・長期宿泊活動では、教員は児童と共に生活し、学習指導だけで

なく生活指導や安全管理にも携わる。その過程で、学校とも家

庭ともちがう児童の多様な側面を理解し、柔軟な対応力が養わ

れたと考えられる。 

・所員や大学生、研修指導員との連携協力を通じて、実践的な知

見の獲得が促進された可能性がある。 

・予測不能な状況への対応を経験することで、問題解決能力や判

断力が向上することも示唆される。 
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 (５)施設職員の育ち 
施設職員については、セカンドスクールの所内事後検討会にて担当者間での話し合いによる聞き取り調査を

行った。その中での意見は以下のとおりである。 

 ①施設職員として学校側の指導場面に立ち会うことで、指導上の工夫や留意点を学ぶことができた。 

 ②事業運営においては、担任の先生と方針を十分に確認し、連携協力の体制を構築していくことができた。 

 ③学校行事のため、学校の教育目標や学校グランドデザインを考慮して事業運営を行っていく視点も必要。 

 ④スクールタイムのプログラムにおいては、担任の先生に活動の意義や目的をもとに、教科との関連を図った

指導を行ってもらうなどして、児童への教育効果を高めるようにする工夫が必要。 

 

【参考文献】 

 国立青少年教育振興機構(2024)「青少年の体験活動等に関する意識調査(令和４年度調査)」問 5、7、8、11-3 

 橘、平野、関根（2003）「長期キャンプが小中学生の生きる力に及ぼす影響」 

 朴、杉村（2009）「幼児を育てている親の子育てに関する省察の３層モデルの検討」 

荒巻（2008）「育児への負担感・不安感・肯定感とその関連要因の違い」 

青少年教育研究センター（2020）「国立青少年教育施設での勤務経験による資質能力の向上に関する調査研究」 

 ユーザーローカル AIテキストマイニングによる分析 https://textmining.userlocal.jp/ 

 

４．なすかしの森 セカンドスクールの歩み 
2007年（平成 19年） 西郷村立羽太小学校でセカンドスクールが初めて試行。 

2008年（平成 20年） 羽太小に加え、西郷村立米小学校と江戸川区立小松川第二小学校が参加。 

セカンドスクール実践フォーラムを開催、妙高・乗鞍・信州高遠・那須甲子が実践報告。 

2009年（平成 21年） 「教育臨床のためのプログラム開発研究会」スタート。 

2011年（平成 23年） ３月 東日本大震災 

西郷村立小学校５校にて４泊５日でセカンドスクールを実施。羽太小は６年生、その他

の小学校は５年生が参加。IKR調査を実施。 

2013年（平成 25年） 本年度より、白河市立表郷小学校がセカンドスクールに参加。 

羽太小では５年生、６年生の２学年が参加。 

2015年（平成 27年） 従前の６校に加え、棚倉町立社川小・高野小・近津小・山岡小が実施。 

2017年（平成 29年） なすかしの森 セカンドスクール「五者の育ちの場」のコンセプトが明確になる。 

2019年（令和元年）  「教科等に関連付けた体験活動プログラム」として単元とプログラムを整理。 

2020年（令和２年）  「小学校学習指導要領」改訂、体験活動の充実と開かれた教育課程に言及。 

本年度より西郷村５校、棚倉町３校の合計８校で実施。 

2021 年（令和３年）  新型コロナウイルスの対応のため全校にて保護者会での感染防止対応の説明に加え、教

育支援スタッフにワクチン接種と抗原検査を実施。一部の小学校は１泊２日で実施。 

2022年（令和４年）  西郷村立川谷小学校を除く西郷村４校、棚倉町３校の合計７校で実施。 

2023年（令和５年）  落雷停電で事業中止。棚倉町３校は国立磐梯青少年交流の家にて１泊２日で実施。 

2024年（令和６年）  西郷村４校、棚倉町３校に新たに那須町１校を加え、合計８校で実施。 
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